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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置であって、
　発光表示層および支持層を備え、
　前記発光表示層は、前記支持層の上方に位置し、発光により画像を表示するために用い
られ、
　前記支持層には前記表示装置の水平方向に沿って配置される、光起電材料からなるアレ
イが形成され、
　前記アレイは、前記発光表示層における駆動回路の直下方に位置し、
　前記光起電材料からなるアレイを互いに接続してなる回路経路は、前記発光表示層から
放出された光を吸収して電流へ変換するために用いられることを特徴とする、
　表示装置。
【請求項２】
　前記支持層は、前記光起電材料を反射層に嵌め込んでなることを特徴とする、請求項１
に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記光起電材料からなるアレイは、前記発光表示層の所定の一部の駆動回路または全部
の駆動回路の直下方に位置することを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記光起電材料は、非晶質シリコン、微結晶シリコン、テルル化カドミウム薄膜太陽電
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池、太陽薄膜電池のいずれか１種または多種の材料の組み合わせであることを特徴とする
、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記発光表示層は、表示層およびバックライト層を備え、
　前記バックライト層は、前記表示層の下方に位置し、前記表示層にバックライトを提供
するために用いられ、
　前記表示層は、前記駆動回路により各画素の表示カラーを制御し、前記バックライト層
から提供されたバックライトにより画像を表示するために用いられることを特徴とする、
　　請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記発光表示層は、上から下への順に配列された陰極、反射層、導電層および陽極を備
え、
　前記陰極および陽極に電圧を印加した場合、前記導電層の電子が反射層に移り、前記導
電層に正孔が形成され、前記正孔が前記反射層に遷移した後、再び電子と結合することに
よりエネルギーを放出させて発光することを特徴とする、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置は、さらに、タッチ層を備え、
　前記タッチ層は、前記発光表示層の上方に位置し、ユーザがタッチ操作を行うことによ
って生じるタッチ信号に応答するために用いられることを特徴とする、請求項１に記載の
表示装置。
【請求項８】
　前記光起電材料からなるアレイの空隙部分は、光反射材料からなることを特徴とする、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記光起電材料からなるアレイは、前記表示装置の水平方向に沿って複数の直線形状の
光起電材料を配列してなることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の表示装置を備え、前記表示装置で出力された電流
を受けて使用することを特徴とする、機器。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１３１００４４９５４．８であって、出願日が２０１３年
２月４日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容
を本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、表示の分野に属し、特に、表示装置および機器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル端末の発展に伴って、表示装置も、特に重要なものに見えるようになっている
。現在のモバイル端末は、携帯電話、タブレットＰＣ等を含み、その用いられた表示装置
が、基本的に、ＲＧＢ（Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｕｌｅ、赤、緑、青）色モードに基づく
表示スクリーンである。
【０００４】
　表示スクリーンの発光表示層は、画素を表示単位とし、各表示単位の周辺に、いずれも
制御回路が配置され、ＲＧＢ色モードでは、ＲＧＢモデルを用いて画像における各画素の
ＲＧＢ成分に１つの０～２５５範囲内の強度値を割り当て、且つカラー画像を表示するよ
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うに、各画素の周辺に配置された回路により各ＲＧＢ色に対して制御を行う。
【０００５】
　従来、よく用いられている主流な表示スクリーンは、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ、薄膜電界効果トランジスタ）スクリーン、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、有機発光ダイオード）スクリーン、Ｓ
ＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ、超ねじれネマティック液晶表示）
スクリーン、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ、プラズマ表示パネル
）スクリーン等があり、光透過率、色再現の問題に対する改善・進歩につれて、表示の効
果が既にますますユーザーに頼まれている。
【０００６】
　しかしながら、ユーザーのモバイル端末に対するスクリーンの大型化、体積の薄型化等
への要求に従って、表示スクリーンは、既にモバイル端末の主な電力消費ユニットとなっ
ており、待機時間に影響を与えて、ユーザーの体験を低減した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施例は、表示効果を影響することなく光エネルギーを吸収することができ、
吸収された光エネルギーを電気エネルギーに変換し、モバイル端末の使用に供し、モバイ
ル端末の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上する表示装置および機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一つの態様によれば、本発明は、表示装置を提供し、前記装置は、発光表示層および支
持層を備え、前記発光表示層は、前記支持層の上方に位置し、発光により画像を表示する
ために用いられ、前記支持層には光起電材料からなるアレイが形成され、前記アレイは、
水平に前記発光表示層における駆動回路の直下方に位置し、前記光起電材料からなるアレ
イを互いに接続してなる回路経路は、前記発光表示層から放出された光を吸収して電流へ
変換するために用いられる。
【０００９】
　好ましくは、前記支持層は、前記光起電材料を反射層に嵌め込んでなる。
【００１０】
　好ましくは、前記光起電材料からなるアレイは、水平に前記発光表示層の所定の一部の
駆動回路または全部の駆動回路の直下方に位置する。
【００１１】
　好ましくは、前記光起電材料は、非晶質シリコン、微結晶シリコン、テルル化カドミウ
ム薄膜太陽電池、太陽薄膜電池のいずれか１種または多種の材料の組み合わせである。
【００１２】
　好ましくは、前記発光表示層は、表示層およびバックライト層を備え、前記バックライ
ト層は、前記表示層の下方に位置し、前記表示層にバックライトを提供するために用いら
れ、前記表示層は、前記駆動回路により各画素の表示カラーを制御し、前記バックライト
層から提供されたバックライトにより画像を表示するために用いられる。
【００１３】
　好ましくは、前記発光表示層は、上から下への順に配列された陰極、反射層、導電層お
よび陽極を備え、前記陰極および陽極に電圧を印加した場合、前記導電層の電子が反射層
に移り、前記導電層に正孔が形成され、前記正孔が前記反射層に遷移した後、再び、電子
と結合することによりエネルギーを放出させて発光する。
【００１４】
　好ましくは、前記表示装置は、さらに、タッチ層を備え、前記タッチ層は、前記発光表
示層の上方に位置し、タッチ信号に応答するために用いられる。
【００１５】
　好ましくは、前記光起電材料からなるアレイの空隙は、所定の部分の可視光に対して全
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反射を行う。
【００１６】
　好ましくは、前記光起電材料からなるアレイは、前記表示装置の水平方向に沿って複数
の直線形状の光起電材料を配列してなる。
【００１７】
　本発明の実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、発光表示層および支持層を備
え、前記発光表示層は、前記支持層の上方に位置し、発光により画像を表示するために用
いられ、前記支持層には光起電材料からなるアレイが形成され、前記アレイは、水平に前
記発光表示層における駆動回路の直下方に位置し、前記光起電材料からなるアレイを互い
に接続してなる回路経路は、前記発光表示層から放出された光を吸収して電流へ変換する
ために用いられる。本発明の実施例に係る表示装置は、表示層の駆動回路の下方の支持層
における駆動回路と対応する位置に光起電材料を嵌め込み、且つ光起電材料に経路を形成
させることにより、表示層の発光への影響を避けると共に表示層から放出された光線を吸
収して電流へ変換し、光エネルギーを電流へ変換して機器に供した後、機器の待機時間を
増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【００１８】
　別の一つの態様によれば、本発明は、機器を提供し、前記機器は、上記のような表示装
置を備え、前記表示装置で出力された電流を受けて使用する。
【００１９】
　本発明の実施例に係る機器は、上記の表示装置により光を変換して得られた電気エネル
ギーで電力供給することにより作業することができ、ユーザー側の表示効果へ影響するこ
となく、機器の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【００２０】
　もう一つの態様によれば、本発明は、表示装置を提供し、前記表示装置は、表示層、バ
ックライト層および支持層を備え、前記表示層は、前記バックライト層の上方に位置し、
前記表示層には光起電材料からなるアレイが形成され、前記アレイにより、前記表示層の
水平な平面上において均一に複数の透光ユニットが形成され、前記光起電材料からなるア
レイを接続して形成される経路が、前記バックライト層から放出された光または環境光を
吸収して電流へ変換するために用いられ、前記バックライト層は、前記表示層に光源を提
供するために用いられ、前記支持層は、前記バックライト層の下方に位置し、前記表示層
およびバックライト層を支持するために用いられる。
【００２１】
　好ましくは、前記透光ユニットは、直線形状の間隙または円形状の間隙である。
【００２２】
　好ましくは、前記表示層は、各直線形状の隙間に対応し且つ下方に位置するマイクロレ
ンズをさらに備え、前記マイクロレンズは、前記光起電材料で遮蔽された光線を集束した
後、前記表示層の上方に屈折するために用いられる。
【００２３】
　好ましくは、前記マイクロレンズの形状は、平面視で、前記直線形状の間隙に沿う直線
形状である。
【００２４】
　好ましくは、前記マイクロレンズは、片面凸レンズ、片面凹レンズ、両面凸レンズ、両
面凹レンズ、対称または非対称の球形レンズのいずれか１種である。
【００２５】
　好ましくは、前記マイクロレンズの屈折率は、所定の屈折率である。
【００２６】
　好ましくは、前記表示層は、上から下への順に上偏光板、色ガラスフィルター、薄膜電
界効果ガラス板および下偏光板を備え、前記光起電材料は、前記上偏光板に嵌め込まれ、
前記光起電材料の嵌め込み位置は、前記表示層における所定の一部の駆動回路または全部
の駆動回路の直上方に位置し、前記上偏光板における前記嵌め込み位置以外の領域に透光
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ユニットが形成される。
【００２７】
　好ましくは、前記光起電材料は、非晶質シリコン、微結晶シリコン、テルル化カドミウ
ム薄膜太陽電池、太陽薄膜電池のいずれか１種または多種の材料の組み合わせである。
【００２８】
　好ましくは、前記支持層は、反射層であり、前記反射層は、前記バックライト層から下
へ発射した光線を反射するために用いられる。
【００２９】
　好ましくは、前記表示装置は、さらに、タッチ層を備え、前記タッチ層は、前記表示層
の上方に位置し、タッチ信号に応答するために用いられる。
【００３０】
　好ましくは、前記透光ユニットは、所定の部分の可視光に対して透明である。
【００３１】
　好ましくは、前記透光ユニットは、前記表示装置の水平方向に沿って複数の直線形状の
光起電材料を配列してなることを特徴とする。
【００３２】
　本発明の実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、表示層、バックライト層およ
び支持層を備え、前記表示層は、前記バックライト層の上方に位置し、前記表示層には、
光起電材料からなるアレイが形成され、前記アレイにより、前記表示層の水平な平面上に
おいて均一に複数の透光ユニットが形成され、前記光起電材料からなるアレイを接続して
形成される経路が、前記バックライト層から放出された光または環境光を吸収して電流へ
変換するために用いられ、前記バックライト層は、前記表示層に光源を提供するために用
いられ、前記支持層は、前記バックライト層の下方に位置し、前記表示層およびバックラ
イト層を支持するために用いられる。本発明の実施例に係る表示装置は、表示層に光起電
材料を均一に嵌め込むことにより、光起電材料からなるアレイにより、透光ユニットを形
成させ、且つ光起電材料により経路を形成させ、これにより、表示層の発光への影響を避
けると共に、表示層および環境光から放出された光線を吸収して電流へ変換し、光エネル
ギーを電流へ変換してモバイル端末に供した後、モバイル端末の待機時間を増加し、ユー
ザー体験を向上させることができる。
【００３３】
　別の一つの態様によれば、本発明は、機器を提供し、前記機器は、上記のような表示装
置を備え、前記表示装置で出力された電流を受けて使用する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の実施例に係る機器は、上記の表示装置により光を変換して得られた電気エネル
ギーで電力供給することにより作業することができ、ユーザー側の表示効果へ影響するこ
となく、機器の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【００３５】
　以上の統括な記述と以下の詳細記述は、ただ例示的なものであり、本発明を限定するも
のではないと、理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明の実施例１に係る表示装置の構成の断面模式図である。
【図２】図２は、本発明の実施例１に係る光起電材料の反射層における嵌め込み位置の模
式図である。
【図３】図３は、本発明の実施例１に係る光起電材料の支持層における第１の配置形態の
例示的な平面図である。
【図４】図４は、本発明の実施例１に係る光起電材料の支持層における第２の配置形態の
例示的な平面図である。
【図５】図５は、本発明の実施例１に係る各表示層の画素構成の模式図である。
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【図６】図６は、本発明の実施例１に係る第１の発光表示層の構成の断面模式図である。
【図７】図７は、本発明の実施例１に係る第２の発光表示層の構成の模式図である。
【図８】図８は、本発明の実施例１に係る別の表示装置の構成の断面模式図である。
【図９】図９は、本発明の実施例２に係る表示装置を備える携帯電話の模式図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例３に係る表示装置の構成の断面模式図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例３に係る透光ユニットおよび透光ユニットの表示層
における配置様子の平面模式図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例３に係る別の透光ユニットおよび透光ユニットの表
示層における配置様子の平面模式図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例３に係る光起電材料の表示層における配置位置の模
式図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例３に係る別の光起電材料の表示層における配置位置
の模式図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例３に係るその他の光起電材料の表示層における配置
位置の模式図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施例３に係る光起電材料の表示層における接続形態の平
面模式図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施例３に係る別の光起電材料の表示層における接続形態
の平面模式図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施例３に係る表示層の構成の断面模式図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施例３に係るマイクロレンズを追加した表示装置の断面
図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施例３に係るマイクロレンズの模式図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施例３に係るその他のマイクロレンズを追加した表示装
置の例示的な断面図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施例３に係るその他のマイクロレンズの模式図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施例３に係るその他の表示装置の構成の断面模式図であ
る。
【図２４】図２４は、本発明の実施例４に係る表示装置を備える携帯電話の模式図である
。
【００３７】
　上記図面を通じて本発明の明確な実施例を例示し、以下にさらに詳しく記述する。この
ような図面と文字記述は本発明の旨の範囲を制限するものではなく、特定の実施例を参照
することによって、本技術分野の当業者に本発明の概念を理解させるためのものである。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、図面に基づき、本発明の実施例に係る表示装置および機器の具体的な実施形態に
ついて、詳細に説明する。
【００３９】
＜実施例１＞
　図１に示すように、当該実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、発光表示層１
および支持層２を備え、発光表示層１は、支持層２の上方に位置し、発光により画像を表
示するために用いられ、支持層２には、光起電材料２１からなるアレイが形成され、アレ
イは、水平に発光表示層１における駆動回路の直下方に位置し、光起電材料２１のアレイ
を接続して形成された経路は、発光表示層１から放出された光を吸収して電流へ変換する
ために用いられる。
【００４０】
　好ましくは、当該実施例において、上記表示装置は、表示スクリーンである。
【００４１】
　従来技術において、表示スクリーンに異なるカラーを表示することができるために、表
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示スクリーンは、ＲＧＢモデルに基づいてカラーを表示し、且つ各画素を表示単位として
おり、ＲＧＢカラーの異なる組み合わせを達成するために、各画素の周辺に駆動回路を配
置し、例えば、ＴＦＴスクリーンにおける表示層に、ＴＦＴアレイを配置する必要がある
。
【００４２】
　本発明の実施例に係る表示スクリーンについて、スクリーンの支持層２に、光起電材料
が配置されており、スクリーンの発光に影響しないために、光起電材料２１を反射層（Ｒ
ｅｆｌｅｃｔｏｒ）に嵌め込むことは、好ましい実施形態である。
【００４３】
　好ましい嵌め込み形態は、フォトリソグラフィにより反射層の所定の位置に凹溝を形成
し、光起電材料２１を凹溝に配置するものであってもよく、凹溝の深さは、光起電材料２
１の光電変換率に基づいて選択可能である。
【００４４】
　そして、図２に示すように、光起電材料２１の反射層における嵌め込み位置は、所定の
位置であるので、表示スクリーンの発光表示層１が支持層２に装着された後、嵌め込み位
置が一部または全部の駆動回路領域１１の下方にあることを確保しており、また、支持層
２における光起電材料２１以外の領域は、光反射材料２２であり、光反射材料２２は、元
の反射層の代わりに、発光表示層１１から放出された光線を反射して返す機能を発揮でき
、表示スクリーンの輝度を向上させる。
【００４５】
　好ましい実施形態としては、反射して返した光線が少なすぎるので、スクリーンの輝度
を低減することをできるだけ避けるために、光起電材料２１のアレイが、水平に発光表示
層１の所定の一部の駆動回路または全部の駆動回路の直下方に位置する。
【００４６】
　図２に示すような光起電材料２１の配置形態は、光起電材料２１の水平面積が、駆動回
路１１の水平面積よりも小さいことである。
【００４７】
　当該技術案を十分に説明するために、当該実施例は、下記のような２種類の光起電材料
の配置形態を提供する。
【００４８】
　図３は、支持層２の平面図であり、当該実施例に係る第１種の光起電材料の配置形態を
示す。
【００４９】
　即ち、光起電材料２１からなるアレイは、表示装置の水平方向に沿って複数の直線形状
の光起電材料を配列してなり、光起電材料のアレイの空隙部分は、光反射材料２２であっ
て、従来技術における反射層の機能を発揮するためである。前記光起電材料からなるアレ
イは、「＋」と「－」との両極を有する回路を形成し、変換された電流を電気エネルギー
貯蔵装置または電気エネルギー消費装置へ伝送する。
【００５０】
　図４は、支持層２の平面図であり、当該実施例に係る第２種の光起電材料の配置形態を
示す。
【００５１】
　即ち、表示スクリーンは、画素を表示単位とし、各表示単位は、ＲＧＢという３種類の
色を含み、図４において、各ＲＧＢは、支持層における表示層の各画素に対応する直下方
の領域を示し、光起電材料２１は、画素と対応する各領域の周辺に沿って配置され、アレ
イを形成しており、また、画素と対応する各領域に、光反射材料２２が配置され、従来技
術における反射層の機能を発揮するためである。前記光起電材料からなるアレイは、「＋
」と「－」との両極を有する回路を形成し、変換された電流を電気エネルギー貯蔵装置ま
たは電気エネルギー消費装置へ伝送する。
【００５２】
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　さらに多くの実施可能な形態を提供するために、本発明の実施例において、光起電材料
を各画素内の空隙領域に配置してもよい。図５は、表示層における各画素の構成を示し、
各Ｒ、ＧまたはＢは、各画素における１つの色を表し、各色の接合部分（黒線部分）にも
、駆動回路（例えば、ＴＦＴアレイ）が存在し、各色に対して制御し、各色の接合部分に
対応する下方の支持層にも、光起電材料を配置してもよい。
【００５３】
　説明すべきことは、光起電材料の支持層における配置形態について、本発明の実施例で
は、具体的に限定されないが、均一な配置で支持層の光反射作用に影響しない配置形態が
好ましいことである。
【００５４】
　好ましくは、本実施例１において使用される光起電材料は、非晶質シリコン、微結晶シ
リコン、テルル化カドミウム薄膜太陽電池、太陽薄膜電池のいずれか１種または多種の材
料の組合せであってもよいが、これらの材料に限定されるものではなく、光電変換機能を
有する材料であればよい。
【００５５】
　説明すべきことは、本発明に係る表示装置は、任意の表示スクリーンに適用されること
ができ、実施可能性を証明するために、本発明の実施例は、以下のような説明を提供した
。
【００５６】
　非自己発光スクリーン（例えば、ＴＦＴスクリーン）に適用されることを例にすると、
図６に示すように、発光表示層１は、表示層１２およびバックライト層１３を備え、バッ
クライト層１３は、表示層１２の下方に位置し、表示層１２にバックライトを提供するた
めに用いられ、表示層１２は、駆動回路１１により各画素の表示カラーを制御し、バック
ライト層１３から提供されたバックライトにより画像を表示するために用いられる。
【００５７】
　図６に示す表示スクリーンにおいて、自己発光を行うことができないため、バックライ
ト層で光を提供する必要があり、光が表示層を照射した後に画像を表示させ、また、画像
のカラーを制御するために、駆動回路１１は、表示層１２に配置される。
【００５８】
　自己発光のスクリーン（例えば、ＯＬＥＤスクリーン）に適用されることを例にすると
、図７に示すように、発光表示層１は、上から下への順に配列された陰極１４、反射層１
５、導電層１６および陽極１７を備え、陰極１４および陽極１７に電圧を印加した場合、
導電層１６の電子が反射層１５に移り、導電層１６に正孔が形成され、正孔が反射層１５
に遷移した後、再び、電子と結合することによりエネルギーを放出させて発光する。
【００５９】
　好ましい実施形態としては、陽極１７には１層の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）アレイを
被覆してもよく、カラー画像を表示するように、ＴＦＴアレイ（即ち、駆動回路）により
画素の発光を決定する。
【００６０】
　図８に示すように、好ましくは、当該実施例に係る表示装置は、さらに、タッチ層３を
備え、タッチ層は、発光表示層１の上方に位置し、タッチ信号に応答するために用いられ
る。発光表示層１の上方にタッチ層３を装着した後、表示装置は、タッチスクリーンの機
能を達成することができ、タッチ層３は、アプリのユーザーから出されたタッチ信号に応
答し、プロセッサに伝送して処理する。ここで、タッチ層３には、抵抗タッチスクリーン
、静電容量タッチスクリーン等を備えるが、これらに限定されていない。
【００６１】
　本発明の実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、発光表示層および支持層を備
え、発光表示層は、支持層の上方に位置し、発光により画像を表示するために用いられ、
支持層には、光起電材料からなるアレイが形成され、アレイは、水平に発光表示層におけ
る駆動回路の直下方に位置し、光起電材料からなるアレイを互いに接続してなる回路経路
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は、発光表示層から放出された光を吸収して電流へ変換するために用いられる。本発明の
実施例に係る表示装置は、表示層の下方の支持層における駆動回路と対応する位置に光起
電材料を嵌め込み、且つ光起電材料に経路を形成させることにより、表示層の発光への影
響を避けると共に表示層から放出された光線を吸収して電流へ変換し、光エネルギーを電
流へ変換してモバイル端末に供した後、モバイル端末の待機時間を増加し、ユーザー体験
を向上させることができる。
【００６２】
＜実施例２＞
　当該実施例は、機器を提供し、当該機器は、実施例１に記載の表示装置を備え、当該機
器は、前記表示装置で提供された電流を受けて使用する。
【００６３】
　実施例において、前記機器は、モバイル端末であることが好ましく、実施例１に係る表
示装置を、表示スクリーンとしてモバイル端末に装着した後、前記モバイル端末がモバイ
ル電源を用いると同時に、表示装置により光電変換を介して得られた電流を受けて作業に
使用したり、受けてからモバイル電源に蓄積して以後に使用したりすることができ、表示
スクリーンそのものから放出された光を繰り返して利用することができることで、電気量
の最大の使用効率に達し、待機時間を増加し、ユーザーの使用体験を向上させる。
【００６４】
　当該実施例において、前記機器は、携帯電話、タブレットＰＣ、ノートパソコン等のモ
バイル端末に限定されるものではなく、例えば、テレビ、デスクトップコンピュータ等の
任意の表示スクリーンを有する機器に適用されることができる。
【００６５】
　図９は、実施例１に記載のいずれか１つの表示装置を装着した携帯電話を示す模式図で
あり、表示装置１００は、実施例１に記載のいずれか１つの表示装置であり、携帯電話に
は表示スクリーン１００が装着された後、光起電材料が電流回路を形成し且つ携帯電話の
電源または電気消費装置と接続され、携帯電話の表示装置１００は、発光すると同時に、
その自身から放出された光を吸収して電気エネルギーに変換し、携帯電話の使用に供する
ことができる。
【００６６】
　当該実施例に係る機器は、上記の表示装置により光を変換して得られた電気エネルギー
で電力供給することにより作業することができ、ユーザー側の表示効果へ影響することな
く、機器の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【００６７】
＜実施例３＞
　図１０に示すように、本発明の実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、支持層
４、バックライト層５および表示層６を備える。
【００６８】
　ここで、表示層６は、バックライト層５の上方に位置し、表示層６には、光起電材料６
１からなるアレイが形成され、アレイにより、表示層６の水平な平面上において均一に複
数の透光ユニット６２が形成され、光起電材料６１のアレイを接続して形成された経路が
、バックライト層５から放出された光または環境光を吸収して電流へ変換するために用い
られる。
【００６９】
　バックライト層５は、表示層６へ光源を提供するために用いられ、支持層４は、バック
ライト層５の下方に位置し、表示層６およびバックライト層５を支持するために用いられ
る。
【００７０】
　好ましくは、当該実施例において、上記表示装置は、表示スクリーンである。
【００７１】
　従来技術において、表示スクリーンに異なるカラーを表示することができるために、表
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示スクリーンは、ＲＧＢモデルに基づいてカラーを表示し、且つ各画素を表示単位として
おり、ＲＧＢカラーの異なる組み合わせを達成するために、各画素の周辺に駆動回路を配
置し、例えば、ＴＦＴスクリーンにおける表示層に、ＴＦＴアレイを配置する必要がある
。
【００７２】
　好ましくは、当該実施例において、支持層４は、反射層（ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）、即ち
、反射材料であってもよく、表示スクリーンの輝度を向上させる目的に達するために、バ
ックライト層５から下へ放出された光線を反射して返すことができる。
【００７３】
　説明すべきことは、当該実施例において、図１１または１２に示すように、透光ユニッ
ト６２は、直線形状の間隙６３または円形状の間隙６４であることが好ましいが、直線形
状の間隙または円形状の間隙に限定されるものではなく、長方形、多角形等の他の形状で
あってもよく、または各種類の形状の組み合わせであってもよい。
【００７４】
　好ましくは、本実施例３において使用される光起電材料は、非晶質シリコン、微結晶シ
リコン、テルル化カドミウム薄膜太陽電池、太陽薄膜電池のいずれか１種または多種の材
料の組合せであってもよいが、これらの材料に限定されるものではなく、光電変換機能を
有する材料であればよい。
【００７５】
　光起電材料６１が表示スクリーンの発光に影響を与えなくするために、当該実施例３は
、２種類の実施形態を好適に提供した。
【００７６】
　第１種の実施形態として、光起電材料６１を表示層の所定の位置に嵌め込み、且つ当該
所定の位置が表示層の一部または全部の駆動回路の直上方または直下方に位置し、または
、表示層の一部または全部の駆動回路の直上方および直下方において、いずれも光起電材
料を配置する。
【００７７】
　説明すべきことは、表示スクリーンに画像を制御可能に表示させるために、表示層６に
は、画素の表示カラーを制御するための駆動回路６５（例えば、ＴＦＴアレイ）が配置さ
れることである。
【００７８】
　図１３に示すように、光起電材料６１は、表示層６における駆動回路６５の下方に位置
しており、光起電材料６１が表示スクリーンから放出された光線を遮蔽しないために、光
起電材料６１の水平面積を駆動回路６５の水平面積よりも小さくさせ、さらに、光起電材
料６１がバックライト層５から放出された光線を吸収して電気エネルギーに変換する目的
に達した。図１３における点線で示す部分は、光線の発散の様子を示し、光線は、透光ユ
ニット６２を透過して正常に発散して出すことができ、スクリーンの輝度に影響を与えな
い。
【００７９】
　図１４に示すように、光起電材料６１は、表示層６における駆動回路６５の直上方に位
置しており、光起電材料６１が表示スクリーンから放出された光線を遮蔽しないために、
光起電材料６１の水平面積を駆動回路６５の水平面積よりも小さくさせ、さらに、光起電
材料６１が環境光を吸収して電気エネルギーに変換する目的に達した。本発明の実施例に
おける点線で示す部分は、光線の発散の様子を示し、光線は、透光ユニット６２を透過し
て正常に発散して出すことができ、スクリーンの輝度に影響を与えない。
【００８０】
　図１５に示すように、光起電材料６１は、それぞれに表示層６における駆動回路６５の
直上方および直下方に配置されており、光起電材料６１が表示スクリーンから放出された
光線を遮蔽しないために、光起電材料６１の水平面積を駆動回路６５の水平面積よりも小
さくさせる。図１５における点線で示す部分は、光線の発散の様子を示し、光線は、透光
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ユニット６２を透過して正常に発散して出すことができ、スクリーンの輝度に影響を与え
ない。駆動回路６５の直下方に位置する光起電材料６１は、バックライト層５から放出さ
れた光線を吸収することができ、駆動回路６５の直上方に位置する光起電材料６１は、環
境光を吸収して電気エネルギーに変換する。
【００８１】
　好ましくは、光起電材料６１の表示層６における嵌め込み形態は、フォトリソグラフィ
により表示層６の所定の位置に凹溝を形成し、光起電材料６１を凹溝に配置するものであ
ってもよく、凹溝の深さは、光起電材料６１の光電変換率に基づいて選択可能である。
【００８２】
　当該実施例３において、表示層６に光起電材料を配置する場合、光起電材料６１により
電流の回路を形成することができるように、光起電材料６１間の連続を確保する必要があ
る。
【００８３】
　図１６は、表示層６の平面図であり、一つの光起電材料の連続形態を提供する。
【００８４】
　即ち、光起電材料６１は、表示層６において直線式のアレイ状に配列され、首と尾とを
接続して「＋」と「－」との両極を有する経路を形成し、変換された電流を電気エネルギ
ー貯蔵装置または電気エネルギー消費装置へ伝送する。
【００８５】
　図１７は、表示層６の平面図であり、別の光起電材料の連続形態を提供する。
【００８６】
　即ち、光起電材料６１は、表示層６において複数の長方形枠式のアレイ状に配列され、
それらを接続して「＋」と「－」との両極を有する経路を形成し、変換された電流を電気
エネルギー貯蔵装置または電気エネルギー消費装置へ伝送し、また、光起電材料がバック
ライト層５から放出された光線を遮蔽しないために、光起電材料６１の嵌め込み位置が駆
動回路６５と対応し、各ＲＧＢ画素を取り囲んで配置される。
【００８７】
　当該実施例の技術案の実施可能性を検証するために、当該実施例は、ＯＬＥＤ表示スク
リーンに適用される表示層構造を提供する。
【００８８】
　図１８は、ＯＬＥＤの表示層の構造を示し、表示層６は、上から下への順に上偏光板６
６、色ガラスフィルター６７、薄膜電界効果ガラス板６８および下偏光板６９を備える。
【００８９】
　光起電材料は、上偏光板６６に嵌め込まれており、光起電材料の嵌め込み位置は、表示
層６における所定の一部の駆動回路または全部の駆動回路の直上方に位置しており、上偏
光板における嵌め込み位置以外の領域に透光ユニットが形成される。
【００９０】
　さらに、透光ユニット６２の下方に、光起電材料で遮蔽された光線を集束した後に表示
層６の上方に屈折するためのマイクロレンズを設置してもよい。
【００９１】
　光起電材料を表示層６に嵌め込んだ後、光起電材料の吸光によってスクリーンから放出
された光線の減弱を引き起こす可能性があり、ユーザーの視覚効果に影響を与え、好まし
くは、光起電材料の下方に位置するバックライト層５から放出された光線を、マイクロレ
ンズにより集光した後、光起電材料の上に屈折することである。
【００９２】
　説明しやすいために、当該実施例は、図１１における直線形状の間隙を有する透光ユニ
ットに対する処理形態を提供し、図１９は、マイクロレンズを追加した表示装置の断面図
である。
【００９３】
　ここで、表示装置は、支持層４、バックライト層５および表示層を備え、表示層は、光
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起電材料６１、透光ユニット６２およびマイクロレンズ６１０から構成され、マイクロレ
ンズ６１０は、両面凹レンズであってもよく、光起電材料６１の水平面積が増大したため
、透光ユニット６２は、ユーザーへ高い光透過率で光を提供することができなく、このた
め、透光ユニット６２の下方にマイクロレンズ６１０を追加することにより、マイクロレ
ンズ６１０は、光起電材料６１の下方の光線を集束し、屈折作用により上へユーザーに発
射させ、表示スクリーンの光透過率を向上させる。
【００９４】
　図１１に示す直線形状の間隙の透光ユニットを考えると、図２０は、透光ユニットの下
に配置する直線形状の両面凹レンズを示す。
【００９５】
　好ましくは、当該実施例において、マイクロレンズは、片面凸レンズ、片面凹レンズ、
両面凸レンズ、両面凹レンズ、対称または非対称の球形レンズのいずれか１種であっても
よく、組合せにより透光ユニットの下に配置される。
【００９６】
　図２１に示すように、当該実施例は、さらに、別のマイクロレンズを追加した表示装置
を提供し、ここで、表示装置は、支持層４、バックライト層５および表示層を備え、表示
層は、光起電材料６１、透光ユニット６２およびマイクロレンズ６１０から構成され、当
該マイクロレンズ６１０は、片面凸レンズであってもよく、光起電材料６１の水平面積が
増大したため、透光ユニット６２は、ユーザーへ高い光透過率で光を提供することができ
なく、このため、透光ユニット６２の下方にマイクロレンズ６１０を追加することにより
、マイクロレンズ６１０は、光起電材料６１の下方の光線を集束し、屈折作用により上へ
ユーザーに発射させ、表示スクリーンの光透過率を向上させる。
【００９７】
　図１１に示す直線形状の間隙の透光ユニットを考えると、図２２は、透光ユニットの下
に配置するための直線形状の片面凸レンズを示す。
【００９８】
　好ましくは、マイクロレンズの屈折率が所定の屈折率であり、当該所定の屈折率は、ユ
ーザーまたは開発のニーズによって特定される。
【００９９】
　好ましくは、支持層４は、反射層であり、反射層は、バックライト層５から下へ発射し
た光線を反射するために用いられる。
【０１００】
　好ましくは、図２３に示すように、表示装置は、さらに、タッチ層７を備え、タッチ層
７は、表示層６の上方に位置し、タッチ信号に応答するために用いられる。
【０１０１】
　好ましくは、透光ユニット６２は、所定部分の可視光に対して透明であるので、表示装
置に対して可視光を透過させ、光透過率に影響を与えないことができる。
【０１０２】
　表示層６の上方にタッチ層７を装着した後、表示装置は、タッチスクリーンの機能を達
成することができ、タッチ層７は、アプリのユーザーから出されたタッチ信号に応答し、
プロセッサに伝送して処理する。ここで、タッチ層７には、抵抗タッチスクリーン、静電
容量タッチスクリーン等を備えるが、これらに限定されていない。
【０１０３】
　本発明の実施例は、表示装置を提供し、当該表示装置は、表示層、バックライト層およ
び支持層を備え、表示層は、バックライト層の上方に位置し、表示層には、光起電材料か
らなるアレイが形成され、アレイにより、表示層の水平な平面上において均一に複数の透
光ユニットが形成され、光起電材料からなるアレイを接続して形成される経路が、バック
ライト層から放出された光または環境光を吸収して電流へ変換するために用いられ、バッ
クライト層は、表示層に光源を提供するために用いられ、支持層は、バックライト層の下
方に位置し、表示層およびバックライト層を支持するために用いられる。本発明の実施例
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に係る表示装置は、表示層に光起電材料を均一に嵌め込むことにより、光起電材料からな
るアレイにより、透光ユニットを形成し、且つ光起電材料により経路を形成し、これによ
り、表示層の発光への影響を避けると共に、表示層および環境光から放出された光線を吸
収して電流へ変換し、光エネルギーを電流へ変換してモバイル端末に供した後、モバイル
端末の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【０１０４】
＜実施例４＞
　当該実施例は、機器を提供し、当該機器は、実施例３に記載の表示装置を備え、当該機
器は、前記表示装置で提供された電流を受けて使用する。
【０１０５】
　実施例において、前記機器は、モバイル端末であることが好ましく、実施例３に係る表
示装置を、表示スクリーンとしてモバイル端末に装着した後、前記モバイル端末がモバイ
ル電源を用いると同時に、表示装置により光電変換を介して得られた電流を受けて作業に
使用したり、受けてからモバイル電源に蓄積して以後に使用したりすることができ、環境
光を吸収したり、表示スクリーンそのものから放出された光を繰り返して利用したりする
ことができることで、電気量の最大の使用効率に達したと共に、外部エネルギー源を使用
でき、待機時間を増加し、ユーザーの使用体験を向上させる。
【０１０６】
　当該実施例において、前記機器は、携帯電話、タブレットＰＣ、ノートパソコン等のモ
バイル端末に限定されるものではなく、例えば、テレビ、デスクトップコンピュータ等の
任意の表示スクリーンを有する機器に適用されることができる。
【０１０７】
　図２４は、実施例３に記載のいずれか１つの表示装置を装着した携帯電話を示す模式図
であり、表示装置２００は、実施例３に記載のいずれか１つの表示装置であり、携帯電話
には表示スクリーン２００が装着された後、光起電材料が電流回路を形成し且つ携帯電話
の電源または電気消費装置と接続され、携帯電話の表示装置２００は、発光すると同時に
、その自身から放出された光を吸収して電気エネルギーに変換し、携帯電話の使用に供す
ることができる。
【０１０８】
　当該実施例に係る機器は、上記の表示装置により光を変換して得られた電気エネルギー
で電力供給することにより作業することができ、ユーザー側の表示効果へ影響することな
く、機器の待機時間を増加し、ユーザー体験を向上させることができる。
【０１０９】
　上記した実施形態の記載に基づいて、当業者は、本発明の実施例がハードウェアで達成
してもよく、ソフトウェアと必要な汎用のハードウェアのプラットフォームで達成しても
よいことを、はっきりと理解することができる。このような理解に基づいて、本発明の実
施例に係る技術案は、ソフトウェア製品の形で表現されてもよく、当該ソフトウェア製品
は、１つの不揮発性記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢフラッシュドライブ、モバイルハー
ドディスク等であっても構わない）に記憶されてもよく、且つ本発明の各実施例に記載の
方法を、コンピュータ機器（パソコン、サーバー、またはネットワーク機器等であっても
構わない）に実行させるための若干の指令を含んでいる。
【０１１０】
　当業者は、図面が１つの好ましい実施例の模式図に過ぎないことを理解することができ
、図面におけるモジュールまたはフローは、必ずしも本発明を実施するための不可欠なも
のではない。
【０１１１】
　当業者は、実施例に係る装置におけるモジュールは、実施例の記載に従って実施例の装
置に分布されてもよく、また、相応に変化して当該実施例と異なる１つのまたは複数の装
置に配置されてもよい。上記実施例のモジュールは、組み合わせて１つのモジュールにな
ってもよく、さらに解体させて複数のサブモジュールになってもよい。
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【０１１２】
　上記の本発明の実施例の番号は、単に説明のために用いられるものであり、実施例の優
劣を表すものではない。
【０１１３】
　もちろん、当業者は、本発明の主旨と範囲を逸脱しない範囲で本発明に対してさまざま
な補正と変形を行うことができる。このように、本発明のこれらの補正と変形が本発明の
特許請求の範囲、及びその均等な技術の範囲に属している場合、本発明はこのような補正
と変形も含むことを意図する。
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